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(57)【要約】
【課題】動作条件変更時に生じるブランク期間において
、フリーズされた超音波画像が表示され続けていた。こ
れにより検査者において退屈感又はストレスが生じてい
た。
【解決手段】変更前の第１の動作条件の下で生成及び表
示された最終画像に基づいて、アニメーション処理され
た時間的に変化する視覚効果画像（ＶＥ画像）が生成さ
れる。そのＶＥ画像がブランク期間において表示される
。アニメーション処理は、例えば、位置を徐々に変化さ
せる処理、輝度を徐々に変化させる処理、又は、形態を
徐々に変化させる処理である。変更後の第２の動作条件
の下で生成された先頭画像が表示される前に、ＶＥ画像
の表示を強制的に終了させる制御が実行される。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送受波中断が必要となる動作条件変更があった場合に、変更前の第１の動作条件に従う
送受波を中断させ、変更後の第２の動作条件に従う送受波を行う準備が完了した後に当該
送受波を再開させる動作制御手段と、
　前記動作条件変更があった場合に、前記第１の動作条件の下で形成された超音波画像に
含まれる基礎画像に基づいて、時間的に変化する視覚効果画像を生成する視覚効果画像生
成手段と、
　前記動作条件変更があった場合に生じるブランク期間内において、前記視覚効果画像が
表示されるように制御する表示制御手段と、
　を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置において、
　前記第１の動作条件の下で表示された最終画像に続いて前記視覚効果画像が表示される
、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項２記載の装置において、
　前記基礎画像は前記最終画像を含む、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項１記載の装置において、
　前記視覚効果画像生成手段は前記基礎画像に基づくアニメーション処理により前記視覚
効果画像を生成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項４記載の装置において、
　前記アニメーション処理として複数種類の処理が用意されており、
　前記複数種類の処理の中から実際に利用する処理が選択される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項４記載の装置において、
　前記アニメーション処理には、位置を徐々に変化させる処理、輝度を徐々に変化させる
処理、及び、形態を徐々に変化させる処理、の内の少なくとも１つの処理が含まれる、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項１記載の装置において、
　前記第１の動作条件に基づいて第１のグラフィック画像を生成し、前記第２の動作条件
に基づいて第２のグラフィック画像を生成するグラフィック画像生成手段を含み、
　前記第１のグラフィック画像が前記第１の動作条件の下で形成された超音波画像と共に
表示され、
　前記第２のグラフィック画像が前記第２の動作条件の下で形成された超音波画像と共に
表示され、
　前記表示制御手段は、前記第２のグラフィック画像の表示開始時より前に、前記視覚効
果画像の表示を終了させる、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
　請求項７記載の装置において、
　前記第２のグラフィック画像は前記第２の動作条件の下で形成された超音波画像の表示
開始時から表示され又はそれよりも前から表示され、
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　前記表示制御手段は、前記第２のグラフィック画像の表示開始時よりも前の基準時にお
いて前記視覚効果画像の表示を強制的に終了させる手段を含む、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項９】
　請求項１記載の装置において、
　前記視覚効果画像の表示期間を可変する手段を含む、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１０】
　超音波診断装置における表示方法であって、
　送受波中断が必要となる動作条件変更があった場合に、変更前の第１の動作条件に従う
送受波を中断させ、変更後の第２の動作条件に従う送受波を行う準備が完了した後に当該
送受波を再開させる工程と、
　前記第１の動作条件の下で形成された第１の超音波画像を表示する工程と、
　前記第２の動作条件の下で形成された第２の超音波画像を表示する工程と、
　前記第１の超音波画像の表示後且つ前記第２の超音波画像の表示前に、アニメーション
処理が施された時間的に変化する視覚効果画像を表示する工程と、
　を含むことを特徴とする表示方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波診断装置に関し、特に動作条件が変更された場合における表示制御に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　医療の分野において超音波診断装置が活用されている。超音波診断装置は被検者に対す
る超音波の送受波により得られた受信信号に基づいて超音波画像を形成する装置である。
超音波診断装置に備わっている動作モードとして、Ｂモード、Ｍモード、ＣＦＭモード、
ＰＷモード、ＣＷモード等が知られている。超音波ビームの電子走査方式として、リニア
走査方式、セクタ走査方式、コンベックス走査方式等が知られている。
【０００３】
　一般的な超音波診断装置において、動作モードや走査方式等の基本的動作条件が変更さ
れた場合、超音波の送受波が自動的に停止され（フリーズ状態が自動的に形成され）、そ
の後、新しい動作条件に適合するセッティングが完了した後に、超音波の送受波が自動的
に再開され、これに伴って動画像の表示が再開される（例えば特許文献１を参照）。
【０００４】
　具体的に説明すると、動作条件変更に際して、例えば、数十、数百又は数千個のパラメ
ータからなるパラメータ群の再計算、レジスタ群へのパラメータ群の設定、レジスタ群か
らのパラメータ群の読み出し等の一連の処理が必要となる。そのような一連の処理が完了
するまで、送受波が一時的に停止され、つまり装置内の各処理モジュールの動作が一時的
に停止される。これを背景として、変更前の動作条件の下で形成された超音波画像（動画
像）の最終フレームが表示されてから、変更後の動作条件の下で形成された超音波画像（
動画像）の先頭フレームが表示されるまでに、超音波画像が更新されない又は新たな超音
波画像の表示を行えない「ブランク期間」が不可避的に生じる。そのようなブランク期間
は、例えば、数百ｍ秒から数秒の間の不定期間であり、典型的には、ブランク期間は２秒
乃至３秒である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２６５４６９号公報
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【特許文献２】特開２００６－　９５２７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記ブランク期間において表示され続ける超音波画像（静止画像）は、前の動作条件の
下で作成及び表示された動画像における最終フレームである。その画像は、プローブが生
体表面に当接されている場合には生体組織を表した画像であり、プローブが空中に放置さ
れている場合には単なる多重反射波を表した画像である。いずれにしても、その静止画像
は、通常、検査者（医師、検査技師等）にとって観察の必要性のない画像である。検査者
にとって、ブランク期間は応答待ち期間である。ブランク期間において、検査者の意識は
新しい動作条件の下での次の検査に向けられており、現在表示されている静止画像は最早
関心のない過去の画像である。そのような静止画像が何らの変化もなく表示され続けるこ
とに起因して、検査者において待ちを強いられている感覚が生じてしまう。検査者におい
て感じる待ち時間が実際の待ち時間以上に長く感じてしまう。つまり、検査者において退
屈感やストレスが生じ易い。
【０００７】
　これに対し、ブランク期間において、超音波画像を非表示にして黒い画像を表示するこ
とも可能である。しかし、その場合でも、表示されている内容は相変わらず単調なものに
過ぎないから、そのような対処は、検査者における退屈感やストレスの緩和に寄与するも
のではない。
【０００８】
　なお、特許文献２には、医療画像の表示技術としてのフェードイン及びフェードアウト
が記載されている。しかし、それらは、２つの画像の瞬時置換に代えて採用されるもので
ある。特許文献２には、動作条件変更の際に不可避的に生じてしまうブランク期間におい
て検査者の心理又は印象を改善するための提案は何ら開示されていない。
【０００９】
　本発明の目的は、動作条件変更の際に生じる検査者の退屈感又はストレスを解消又は緩
和することにある。あるいは、本発明の目的は、動作条件変更の際に生じるブランク期間
が検査者において印象上短く感じられるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る超音波診断装置は、送受波中断が必要となる動作条件変更があった場合に
、変更前の第１の動作条件に従う送受波を中断させ、変更後の第２の動作条件に従う送受
波を行う準備が完了した後に当該送受波を再開させる動作制御手段と、前記動作条件変更
があった場合に、前記第１の動作条件の下で形成された超音波画像に含まれる基礎画像に
基づいて、時間的に変化する視覚効果画像を生成する視覚効果画像生成手段と、前記動作
条件変更があった場合に生じるブランク期間内において、前記視覚効果画像が表示される
ように制御する表示制御手段と、を含むことを特徴とする。
【００１１】
　上記構成によれば、基礎画像に基づいて視覚効果画像が生成され、その視覚効果画像が
ブランク期間内において表示される。ここで、視覚効果画像は、視覚効果（visual effec
t）を目的とした画像又はＶＥ処理された画像である。ブランク期間は、動作条件の変更
で必要となる期間であって、第１の動作条件の下での最終画像の表示時と第２の動作条件
の下での先頭画像の表示時との間の期間である。視覚効果画像は、動的に変化する画像で
あるから、検査者において視覚的な変化又は面白さがもたらされ、待ちを強いられている
印象が解消又は緩和される。すなわち、時間的に変化しない静止画像を見続ける場合には
検査者において退屈感又はストレスが生じ易いが、上記構成によれば、そのような退屈感
又はストレスの発生を防止でき、仮にそのような退屈感又はストレスが生じたとしても、
そのレベルを低く抑えられる。視覚効果画像は、基礎画像に基づいて作成されるものであ
り、つまり視覚効果画像は基礎画像の内容又は性質を受け継いだ画像であるから、その画
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像を見た検査者（及び被検者）において違和感が生じる可能性を低減できる。
【００１２】
　ブランク期間の全部又は一部において視覚効果画像が表示される。ブランク期間の途中
において視覚効果画像が表示されてもよいが、ブランク期間の最初から（最終画像に続い
てシームレスで）視覚効果画像が表示されるようにすれば、画像表示の途切れやちらつき
を回避できる。ブランク期間が不定期間である場合、第２の動作条件の下で作成される超
音波画像の表示開始前に視覚効果画像の表示が終了するように表示制御を行うことが求め
られる。視覚効果画像の表示完了後に第２の動作条件の下で作成される超音波画像の表示
が開始されるように表示制御を行うことも可能である。
【００１３】
　第１の動作条件の下で作成された動画像（フレーム列）中の１又は複数の画像（１又は
複数のフレーム）が基礎画像とされる。フレーム内の一部（例えば断層像エリア）を基礎
画像として利用することも可能である。実施形態においては、第１の動作条件の下で最後
に表示された最終画像が基礎画像とされる。視覚効果画像の表示開始時に画像内容が自然
に滑らかに変化すれば、その画像を見た者において唐突感は生じない。
【００１４】
　実施形態において、前記視覚効果画像生成手段は前記基礎画像に基づくアニメーション
処理により前記視覚効果画像を生成する。基礎画像から視覚効果画像を構成する各フレー
ムが直接的又は間接的に生成される。実施形態において、前記アニメーション処理として
複数種類の処理が用意されており、前記複数種類の処理の中から実際に利用する処理が選
択される。アニメーション処理として、位置を徐々に変化させる処理、輝度を徐々に変化
させる処理、及び、形態を徐々に変化させる処理、があげられる。複数の処理を組み合わ
せてもよい。視覚効果画像として時間的に突然に且つ内容的に大きく変化するものを採用
すると、観察者に対して必要以上の視覚的インパクト又は目障りな刺激を与えてしまうお
それがある。よって、視覚効果画像として、時間的に徐々に変化する画像を採用するのが
望ましい。実施形態においては、視覚効果の種類、視覚効果画像の表示期間、視覚効果画
像の変化速度、等がマニュアルで又は自動的に決定される。
【００１５】
　実施形態に係る超音波診断装置は、前記第１の動作条件に基づいて第１のグラフィック
画像を生成し、前記第２の動作条件に基づいて第２のグラフィック画像を生成するグラフ
ィック画像生成手段を含み、前記第１のグラフィック画像が前記第１の動作条件の下で形
成された超音波画像と共に表示され、前記第２のグラフィック画像が前記第２の動作条件
の下で形成された超音波画像と共に表示され、前記表示制御手段は、前記第２のグラフィ
ック画像の表示開始時より前に、前記視覚効果画像の表示を終了させる。この構成によれ
ば、第２のグラフィック画像と一緒に視覚効果画像が表示されてしまう事態の発生を回避
できる。第１のグラフィック画像及び第２のグラフィック画像は、それぞれ、表示画像の
一部をなすものであり、文字、記号、図形、アイコン等を有する非超音波画像であり、あ
るいは、メイン画像としての超音波画像に合成されるサブ画像である。
【００１６】
　実施形態において、前記第２のグラフィック画像は前記第２の動作条件の下で形成され
た超音波画像の表示開始時から表示され又はそれよりも前から表示され、前記表示制御手
段は、前記第２のグラフィック画像の表示開始時よりも前の基準時において前記視覚効果
画像の表示を強制的に終了させる手段を含む。この構成によれば、第２のグラフィック画
像と一緒に視覚効果画像が表示されてしまう事態の発生を確実に防止できる。基準時は、
例えば、変更完了を示す信号が生成されたタイミング、第２のグラフィック画像の生成命
令が出力されたタイミング、送受波の再開命令が出力されたタイミング等である。
【００１７】
　本発明に係る表示方法は、送受波中断が必要となる動作条件変更があった場合に、変更
前の第１の動作条件に従う送受波を中断させ、変更後の第２の動作条件に従う送受波を行
う準備が完了した後に当該送受波を再開させる工程と、前記第１の動作条件の下で作成さ
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れた第１の超音波画像を表示する工程と、前記第２の動作条件の下で作成された第２の超
音波画像を表示する工程と、前記第１の超音波画像の表示後且つ前記第２の超音波画像の
表示前に、アニメーション処理が施された時間的に変化する視覚効果画像を表示する工程
と、を含むことを特徴とする。
【００１８】
　視覚効果画像は、第１の超音波画像の表示後且つ前記第２の超音波画像の表示前の期間
（検査者にとっての待ち時間）において表示されるものであり、視覚的な平凡さを改善す
るものである。視覚効果画像は、第１の動作条件の下で作成されたライブ画像を基礎とし
てリアルタイムで生成され、過去に取得された超音波画像を基礎として事前に又はリアル
タイムで生成され、あるいは、人工的なアニメーション又は疑似超音波画像として事前に
生成される。実施形態においては、視覚効果画像の表示開始時において画像内容を自然に
推移させることを重視して、第１の動作条件の下で作成された超音波画像の内容又は性質
を引き継いだ視覚効果画像が生成される。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、動作条件変更の際に生じる検査者の退屈感又はストレスを解消又は緩
和できる。あるいは、本発明によれば、動作条件変更の際に生じるブランク期間が検査者
においてその印象上、短く感じられるようにできる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の実施形態を示すブロック図である。
【図２】通常動作を示すタイミングチャートである。
【図３】通常制御を示す図である。
【図４】強制終了を伴う動作を示すタイミングチャートである。
【図５】強制終了を伴う制御を示す図である。
【図６】変形例を示すタイミングチャートである。
【図７】アニメーション処理の第１例を示す図である。
【図８】アニメーション処理の第２例を示す図である。
【図９】アニメーション処理の第２例についての第１変形例を示す図である。
【図１０】アニメーション処理の第２例についての第２変形例を示す図である。
【図１１】アニメーション処理の第３例を示す図である。
【図１２】アニメーション処理の第４例を示す図である。
【図１３】アニメーション処理の第５例を示す図である。
【図１４】レイアウト変更（表示形式）を伴う動作条件変更を示す図である。
【図１５】２画像の両方に対するアニメーション処理を示す図である。
【図１６】２画像の片方に対するアニメーション処理を示す図である。
【図１７】アニメーションテーブルの第１例を示す図である。
【図１８】アニメーションテーブルの第２例を示す図である。
【図１９】アニメーションテーブルの第３例を示す図である。
【図２０】アニメーションタイプ選択用ＵＩの第１例を示す図である。
【図２１】アニメーションタイプ選択用ＵＩの第２例を示す図である。
【図２２】アニメーション期間選択用ＵＩの第１例を示す図である。
【図２３】アニメーション期間選択用ＵＩの第２例を示す図である。
【図２４】アニメーション期間選択用ＵＩの第３例を示す図である。
【図２５】図１に示した構成の動作例を示すフローチャートである。
【図２６】アニメーション処理の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２２】
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　図１には、本発明に係る超音波診断装置の実施形態がブロック図として示されている。
この超音波診断装置は、病院等の医療機関において設置され、生体に対する超音波の送受
波により得られた受信信号に基づいて超音波画像を形成する装置である。この超音波診断
装置には、Ｂモード、Ｍモード、ＣＦＭモード、ＰＷドプラモード、ＣＷドプラモード、
エラストイメージングモード、ハーモニックイメージングモード、三次元画像表示モード
等の多様な動作モードが備わっている。また、この超音波診断装置は、リニア走査方式、
セクタ走査方式、コンベックス走査方式等に対応しており、それらの走査方式の中から実
際に用いる走査方式が選択される。更に、この超音波診断装置においては、１画面表示、
２画面表示、４画面表示等を選択することが可能である。
【００２３】
　図１において、超音波診断装置は、装置本体８及びプローブ１０を含む。装置本体８は
、フロントエンド（ＦＥ）ユニット１２、バックエンド（ＢＥ）ユニット２０、表示処理
ユニット４４、及び、制御ユニット５２を有している。
【００２４】
　プローブ１０は、装置本体８に対して着脱可能に接続される可搬型の送受器である。プ
ローブ１０は、本実施形態において、直線又は曲線に沿って一次元配列された複数の振動
素子からなるアレイ振動子を有している。アレイ振動子によって超音波ビームが形成され
、その超音波ビームが電子的に走査される。これにより観測面としてのビーム走査面が形
成される。超音波ビームを二次元走査することによって三次元データ取込空間を形成し、
当該空間からボリュームデータを得るようにしてもよい。
【００２５】
　ＦＥユニット１２について説明する。送受信回路１４は送信ビームフォーマ―及び受信
ビームフォーマ―として機能する電子回路である。送信時において、送受信回路１４は、
アレイ振動子に対して複数の送信信号を並列的に出力する。これにより送信ビームが形成
される。受信時において、生体内からの反射波がアレイ振動子において受波されると、ア
レイ振動子から送受信回路１４へ複数の受信信号が並列的に出力される。送受信回路１４
においては、複数の受信信号をそれぞれデジタル信号に変換した上で、複数のデジタル受
信信号を遅延加算（整相加算）し、これによりビームデータを生成する。１つのビーム走
査面当たり、電子走査方向に並ぶ複数のビームデータが取得される。それらは受信フレー
ムを構成する。個々のビームデータは深さ方向に並んだ複数のエコーデータにより構成さ
れる。
【００２６】
　送受信コントローラ１６は、プロセッサ等により構成され、それは、後述する主コント
ローラ５４の制御の下で、超音波の送受波を制御する。送受波の制御に際しては、レジス
タ群１８に格納されたパラメータ群が参照される。主コントローラ５４は、動作条件変更
時において、レジスタ群１８に対して、超音波の送受波制御において必要となる新たなパ
ラメータ群を書き込む。
【００２７】
　次にＢＥユニット２０について説明する。ビームデータ処理回路２４は、個々のビーム
データを処理する電子回路である。具体的には、ビームデータ処理回路２４は、複数の動
作モードに対応した複数のデータ処理機能を有し、例えば、直交検波回路、振幅演算回路
、対数変換回路、フィルタ回路、相関回路等を有する。処理後のビームデータが座標変換
器２６へ送られる。座標変換器２６はデジタルスキャンコンバータ（ＤＳＣ）等を含む電
子回路である。ＤＳＣは、座標変換機能、補間機能、フレームレート調整機能等を有する
。座標変換機能は、例えば、ｒθ座標（極座標）をｘｙ座標（直交座標）に変換する機能
である。例えば、Ｂモードが選択されている場合、座標変換器２６によって受信フレーム
から断層画像（Ｂモード画像）が形成される。超音波画像データが画像プロセッサ３０を
経由して表示プロセッサ４６へ送られている。画像プロセッサ３０は、階調補正、ガンマ
補正、カラー処理等を実行する回路である。
【００２８】
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　図示の構成例では、座標変換器２６がワークメモリ等として機能するフレームメモリ（
ＦＭ）２８を有している。また、画像プロセッサ３０が出力バッファ等として機能する２
つのＦＭ３２，３４を有している。更に、図示の構成例では、座標変換器２６の前段にシ
ネメモリ２９が設けられており、画像プロセッサ３０にシネメモリ３６が接続されている
。シネメモリ２９,３６はそれぞれリングバッファ構造を有し、最新フレームから過去一
定時間にわたるフレーム列を格納するものである。送受信が一時停止された状態（フリー
ズ状態）において、必要に応じて、シネメモリ２９,３６に格納されたフレーム列を読み
出して再生することが可能である。ＢＥユニット２０において、選択された動作モード等
に対応する１又は複数の超音波画像が形成される。
【００２９】
　本実施形態におけるＢＥユニット２０は視覚効果（ＶＥ：visual effect）画像生成部
４０を有する。ＶＥ画像生成部４０は、時間的に変化する動的な画像としてのＶＥ画像を
生成するものである。ＶＥ画像生成部４０はプロセッサ等により構成される。ＶＥ画像は
本実施形態において超音波画像（基礎画像）に基づくアニメーション処理により生成され
る動的な画像である。動作条件変更時に生じるブランク期間の全部又は一部を埋めるよう
に、特に検査者における退屈感又はストレスを払拭又は緩和するように、ＶＥ画像が生成
及び表示される。
【００３０】
　より詳しくは、ゲイン変更等の軽微な動作条件変更ではなく、リアルタイム処理を維持
できないような基本動作条件の変更（送受波中断を伴う動作条件変更）が生じた場合、パ
ラメータ群の再計算、パラメータ群の再設定等（つまり次の動作条件下で送受波や画像形
成をするための準備）が必要となる。そのために必要な期間がブランク期間である。変更
前の第１の動作条件に従って作成された最終フレーム（最終画像）の表示時と、変更後の
第２の動作条件に従って作成された先頭フレーム（先頭画像）の表示時との間が、新しい
超音波画像を表示できない期間であり、それがブランク期間である。ブランク期間は、検
査者にとって本来無用な待ち時間である。そこで、ブランク期間において、視覚的な単調
さ又は面白みの無さを解消するために生成及び表示される人工的な動画像あるいはアニメ
ーションがＶＥ画像である。
【００３１】
　本実施形態では、変更前の第１の動作条件の下で作成された最終フレームに基づくアニ
メーション処理により複数のフレームからなるＶＥ画像が生成されている。そのＶＥ画像
が最終フレームに続いてシームレスで表示される。ＶＥ画像の表示は、変更後の第２の動
作条件の下で作成された先頭フレームが表示される前に終了する。実際には第２の動作条
件に従うグラフィック画像が表示される前にＶＥ画像の表示が終了するように制御されて
いる。
【００３２】
　ＢＥユニット２０はレジスタ群４２を有している。主コントローラ５４は、動作条件変
更に際して、レジスタ群４２に対して新たなパラメータ群を再設定する。ＢＥユニット２
０内の各構成により、レジスタ群４２に格納されたパラメータ群が参照される。
【００３３】
　次に表示処理ユニット４４について説明する。表示プロセッサ４６は画像合成機能を有
する。具体的には、通常動作時において、表示プロセッサ４６は、メイン画像としての超
音波画像と、サブ画像としてのグラフィック画像と、を合成して表示画像を構成する。ブ
ランク期間において、表示プロセッサ４６は、メイン画像としてのＶＥ画像と、サブ画像
としてのグラフィック画像と、を合成して表示画像を構成する。もっとも、ブランク期間
内の一部において、変更前の第１の動作条件に従う第１のグラフィック画像がそれ単体で
表示画像を構成してもよく、また、ブランク期間内の別の一部において、変更後の第２の
動作条件に従う第２のグラフィック画像がそれ単体で表示画像を構成してもよい。表示画
像データが表示器５０に出力される。
【００３４】
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　表示処理ユニット４４はレジスタ群４８を有している。主コントローラ５４は、動作条
件変更に際して、レジスタ群４８に対して新たなパラメータ群を再設定する。表示プロセ
ッサ４６により、レジスタ群４８に格納されたパラメータ群が参照される。表示器５０は
液晶表示器、有機ＥＬ表示器等により構成されるメイン表示器である。更にサブ表示器が
設けられてもよい。
【００３５】
　次に制御ユニット５２について説明する。主コントローラ５４は図１に示されている各
構成の動作を管理及び制御するプロセッサにより構成される。主コントローラ５４には操
作パネル６０が接続されている。操作パネル６０は、キーボード、トラックボール、スイ
ッチ、エンコーダ等を有する入力装置である。グラフィック画像生成器５６は、動作条件
が反映されたグラフィック画像を生成するプロセッサである。グラフィック画像は、超音
波画像に合成されるサブ画像であり、それには、テキスト、図形、アイコン、サムネイル
等の多様なオブジェクトが含まれる。具体的には、グラフィック画像は、検査情報（日時
、施設名等）、被検者情報（氏名、性別等）、動作条件を示す情報（送信周波数、ゲイン
値等）、諸々の図形（ボディマーク、枠、目盛り、アイコン等）、等を含むものである。
動作条件変更に伴ってグラフィック画像も再生成される。グラフィック画像生成器５６は
、新しいグラフィック画像を生成すると、その画像データを表示プロセッサ４６へ出力す
る。これにより、表示プロセッサ内のメモリ上に当該画像データが上書きされる。もっと
も、グラフィック画像生成器５６が一定の間隔でグラフィック画像データを繰り返し出力
するように構成してもよい。
【００３６】
　記憶部５８は半導体メモリ、ハードディスク等により構成される。記憶部５８には、主
コントローラ５４が動作制御を行う上で参照されるデータが格納される。具体的には、記
憶部５８には、プリセットデータが格納されており、また、アニメーション処理条件を定
める１又は複数のテーブルが格納されている。
【００３７】
　図１に示した構成は一例である。例えば、画像プロセッサ３０又は表示プロセッサ４６
がＶＥ画像生成部４０として機能してもよい。主コントローラ５４及びグラフィック画像
生成器５６がＣＰＵにおいて実行されるプログラムの機能として実現されてもよい。ＶＥ
画像生成部４０がＣＰＵにおいて実行されるプログラムの機能として実現されてもよい。
ＢＥユニット２０、表示処理ユニット４４、制御ユニット５２、表示器５０及び操作パネ
ル６０をタブレット型端末装置として構成してもよい。そのような構成を採用する場合、
タブレット型端末装置とＦＥユニット１２とが無線及び有線で接続される。また、そのよ
うな構成を採用する場合、ＢＥユニット２０、表示処理ユニット４４、及び、制御ユニッ
ト５２が有する諸機能の全部がＣＰＵ及びプログラムにより実現され得る。
【００３８】
　図２には図１に示した構成の通常動作がタイミングチャートとして示されている。図２
に示された内容は例示に過ぎず、その内容は超音波診断装置の具体的構成によって変わり
得る。
【００３９】
　（Ａ）は、動画像としての超音波画像（ＵＳ画像）を構成するフレーム列を示している
。具体的には、第１の動作条件に従う第１のフレーム列及び第２の動作条件に従う第２の
フレーム列を示している。横軸は時間軸である。図中の個々の要素（矩形）はフレーム（
瞬時画像）を示している。（Ｂ）は、動画像としてのＶＥ画像を構成するフレーム列７０
を示している。（Ｃ）は、グラフィック画像（Ｇ画像）の更新タイミングを示している。
具体的には、符号７８が更新後のフレームを表している。もっとも、説明の都合上、図２
においては、ＵＳ画像及びＶＥ画像を構成する個々のフレームに合成される個々のグラフ
ィック画像フレームが破線表現されている。（Ｄ）は、表示画像を構成するフレーム列を
示している。
【００４０】
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　図２に示されているように、ＵＳ画像フレーム６２とＧ画像フレーム６４とが合成され
、これにより表示画像フレーム６６が構成される。その表示画像フレームが表示される。
このプロセスが繰り返し実行される。送受波中断が必要となる動作条件変更が生じた場合
、Ｔ１０において動作条件変更プロセスが開始される。これによって第１の動作条件に従
う表示期間Ｌ１０が終了する。符号６８は第１の動作条件に従って作成された最終フレー
ム（最終ＵＳ画像フレーム）を示しており、表示期間Ｌ１０の最後にそれが表示される。
最終フレーム６８に続く期間Ｌ２０において、ＶＥ画像を構成するフレーム列７０が生成
される。フレーム列７０は、最終フレーム６８を基礎として、それを加工することにより
生成される。その場合、符号７２で示すように、最終フレーム６８からフレーム列７０を
構成する個々のフレームが直接的に生成されてもよい。あるいは、符号７４で示すように
、最終フレーム６８に基づいて１番目のフレームが生成され、続いて１番目のフレームに
基づいて２番目のフレームが生成され、この処理を繰り返し実行することにより、フレー
ム列７０が生成されてもよい。表示期間Ｌ１２においては、ＶＥ画像を含むフレーム列７
６が表示される。表示期間Ｌ１２においては、第１のＧ画像の表示が維持される。
【００４１】
　表示期間Ｌ１４においては、ＶＥ画像は表示されず、第１のＧ画像だけが表示される。
Ｔ１２において、動作条件の変更が完了すると、符号７８で示すように、Ｇ画像が更新さ
れる。つまり、第１のＧ画像から第２Ｇの画像へ切り替わる。図示の例では、表示期間Ｌ
１６において、第２のＧ画像だけが先行表示される。第２の動作条件で動作するための準
備が完了した後、超音波の送受波が再開される。表示期間Ｌ１８において、第２のＧ画像
と一緒に第２のＵＳ画像が表示される。符号８０は、第２の動作条件に従うフレーム列中
の先頭フレームを示している。最終フレーム６８の表示時と先頭フレーム８０の表示時と
の間がブランク期間に相当する。ブランク期間においては、最終フレーム６８の表示直後
から一定期間にわたってＶＥ画像が表示される。ＶＥ画像はアニメーション処理された動
的に変化する画像であるから、ブランク期間において検査者に退屈感又はストレスは生じ
ず、それが生じてもその程度を低く抑えられる。
【００４２】
　図３には、上記通常動作時における制御プロセス（主制御部による制御の内容）が示さ
れている。図３に示す制御プロセスも例示に過ぎず、それは超音波診断装置の具体的構成
によって変わり得る。横軸は時間軸であり、縦軸はアニメーション処理における変化率（
基礎画像からの変化割合）を示している。
【００４３】
　Ｔ１４においてユーザーにより動作条件が変更されると、Ｔ１０において動作条件の変
更プロセスが開始される。具体的には、Ｔ１６において送受波が停止され、Ｔ１８におい
て視覚効果のためのアニメーション処理が開始される。Ｔ１８までの期間が変更前のＵＳ
画像（第１のＵＳ画像）の表示期間Ｌ２２である。それに続く期間がＶＥ画像の表示期間
Ｌ２６である。図示の例では、表示期間Ｌ２６内において、関数８２、８４及び８６の中
から選択された関数に従って、ＶＥ画像が生成及び表示される。関数８２、８４及び８６
は、それぞれ、変化率の時間変化を規定する関数である。関数８２は線形関数であり、関
数８４及び８６はいずれも非線形関数である。表示期間Ｌ２６の終盤において、関数８４
及び８６における変化率の勾配は、線形関数８２における変化率の勾配よりも小さい。
【００４４】
　視覚効果のためのアニメーション処理の終了時点Ｔ２０がＶＥ画像表示期間Ｌ２６の終
期である。図示の例では、Ｔ１２において動作条件の変更が完了した場合、その後、まず
Ｔ２２において第２のＧ画像の描画命令が出される。これにより、Ｔ２４においてＧ画像
が更新される。準備が完了した場合に、送受波の再開命令が出される。具体的には、例え
ば、描画命令と同時に、又は、描画完了時に、送受波の再開命令が出される。Ｔ２４以前
が変更前Ｇ画像（第１のＧ画像）の表示期間Ｌ２４であり、Ｔ２４以後が変更後Ｇ画像（
第２のＧの画像）の表示期間Ｌ３０である。Ｔ２６において変更後のＵＳ画像（第２のＵ
Ｓ画像）の表示が開始される。Ｔ２６以降が第２のＵＳ画像の表示期間Ｌ２８である。
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【００４５】
　上記の制御例では、第２のＧ画像の表示開始が第２のＵＳ画像の表示開始よりも先行し
ていたが、両画像の表示が同時に開始されてもよい。少なくとも、第２のＧ画像の表示開
始時及び第２のＵＳ画像の表示開始時の内で、先に発生する時よりも前に、ＶＥ画像の表
示が終了するように、ＶＥ画像の表示が制御される。通常、ブランク期間の時間長は不定
であり、具体的には、再計算及び再設定するパラメータ量等によって、ブランク期間の時
間長が変化する。ブランク期間についての典型的な時間長と同じ期間として、あるいは、
典型的な時間長よりも若干短い期間として、ＶＥ画像表示期間を事前に設定しておいても
よい。あるいは、状況に応じてＶＥ画像表示期間を適応的に設定するようにしてもよい。
いずれの場合においても、第２のＧ画像及び第２のＵＳ画像の表示開始前にＶＥ画像表示
が終了（又は強制終了）するように制御するのが望ましい。
【００４６】
　強制終了について図４及び図５を用いて説明する。図４は強制終了を伴う動作を示す図
である。図５は強制終了を伴う制御プロセスを示す図である。なお、図４及び図５におい
て、図２及び図３に示した要素と同様の要素には同一符号を付し、その説明を省略する。
【００４７】
　図４において、ＶＥ画像の生成期間Ｌ２０の終了前に、変更完了Ｔ１２Ａが生じた場合
、ＶＥ画像表示を強制終了させる割り込み処理が実行される。つまり、Ｔ１２Ａ以後にお
いてＶＥ画像を構成するフレーム９０，９２の生成及び表示が禁止される。換言すれば、
１又は複数の黒フレームが生成される。符号７８で示すように、Ｔ１２Ａの後にＧ画像が
更新される。これにより、表示期間Ｌ１４においては第１のＧ画像だけが表示され、続く
表示期間Ｌ１６においては第２のＧ画像だけが表示される。ちなみに、符号９６は、黒フ
レームの表示を示している。表示期間Ｌ１８においては、第２のＧ画像と一緒に、第２の
ＵＳ画像が表示される。
【００４８】
　図５に示す制御プロセスにおいて、変更完了Ｔ１２Ａの後、Ｔ２２においてＶＥ画像の
生成及び表示を強制的に終了させる命令が出される。その後のＴ２３において、第２のＧ
画像の描画命令が出力される。Ｔ２２とＴ２３とが同時であってもよいし、Ｔ２２の前に
Ｔ２３があってもよい。Ｔ２４ではＧ画像が更新される。ちなみに、Ｔ２０ＡはＶＥ画像
表示期間の終期（予定終期）を示している。強制終了制御は、その予定終期Ｔ２０Ａより
も前に変更完了Ｔ１２Ａが生じた場合において実行されるものである。この特別な制御に
より、第２のＧ画像と共にＶＥ画像が表示されてしまう問題（相容れない複数の画像の表
示）を確実に回避できる。逆に言えば、そのような問題を回避できるように、強制終了制
御条件が定められる。
【００４９】
　この強制終了を前提とした場合、強制終了時点での画像内容の変化を小さくする観点か
らは、関数８２よりも関数８６を選択した方がよい。関数８６においてはＶＥ画像表示期
間の終盤で、変化率の勾配が小さいからである。もっとも、事前にブランク期間の時間長
が予測できる場合、その時間長に合わせてＶＥ画像表示期間を適応的に定めてもよい。
【００５０】
　図６には図２に示した動作例についての変形例が示されている。図６において、図２に
示した要素と同様の要素には同一符号を付し、その説明を省略する。
【００５１】
　最終フレーム６８は、第１のＵＳ画像の表示期間Ｌ１０において最後に表示される画像
である。最終フレーム６８の出力に続いて、期間Ｌ３２において、装置本体内のバッファ
（フレームメモリ等）に格納されている（形成済み且つ未表示の）１又は複数のフレーム
が出力されている。図示の例では２つのフレーム１００が出力されている。２つのフレー
ム１００は、最終フレーム６８に続くフレーム列であり、それら３つのフレームは時間軸
上において並んでおり、それらの内容はほとんど同一である。それらのフレーム１００に
続いてＶＥ画像を構成するフレーム列１０２が生成及び表示されている。図示の変形例で
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は、最終フレーム６８に基づいてＶＥ画像が生成されているが、フレーム１００に基づい
てＶＥ画像が生成されてもよく、あるいは、最終フレーム６８及びフレーム１００に基づ
いてＶＥ画像が生成されてもよい。
【００５２】
　ブランク期間内の表示期間Ｌ１２Ａにおいては、最初にフレーム１００が表示され、そ
れに続いてＶＥ画像を構成するフレーム列１０２が表示される。期間Ｌ３０は期間Ｌ３２
と期間Ｌ３４とを合わせた期間である。期間Ｌ３２は装置本体内に蓄積された１又は複数
のフレームがはき出される期間であり、期間Ｌ３４はＶＥ画像が生成及び出力される期間
である。なお、期間Ｌ１０からＬ１４にわたって第１のＧ画像が継続的に表示される。期
間Ｌ１６及び期間Ｌ１８においては第２のＧ画像が継続的に表示される。
【００５３】
　この変形例においては、ＶＥ画像の表示開始が最終フレーム６８の表示時点から若干遅
れるものの、その時間的ギャップにおいては、第１動作条件の下で作成された２つのフレ
ーム１００が表示されるので、画像内容の突発的な変化は生じない。変形例においても、
ＶＥ画像の表示によって、単調さが緩和されるので、図２に示した動作例と同様の作用効
果を得ることが可能である。この変形例においても、上記の強制終了制御を適用するのが
望ましい。
【００５４】
　次に、図７乃至図１３を用いて、アニメーション処理の具体例について説明する。Ｔ１
０において動作条件を変更するプロセスが開始された後、Ｔ３０において第１の動作条件
の下で作成された最終表示フレーム１０４が表示される。その後、Ｔ３２からＴ４０を経
て、Ｔ１２において動作条件の変更が完了すると、Ｔ４２において第２の動作条件の下で
作成された先頭表示フレーム１１４が表示される。最終表示フレーム１０４は、超音波画
像フレーム１０８とグラフィック画像（グラフィック画像フレーム）１０６とを合成する
ことにより生成された画像である。超音波画像フレーム１０８の全部又は一部がアニメー
ション処理の対象となる。図示の例では、セクタ形状を有する画像部分が超音波画像フレ
ーム１０８の実体であり、それが基礎画像となる。基礎画像のコピーや加工等によって以
下に説明する対象画像が生成される。先頭表示フレーム１１４は、超音波画像フレーム１
１６と、超音波画像フレーム１１８と、グラフィック画像（グラフィック画像フレーム）
１２０と、を合成することにより生成された画像である。図示の例において、超音波画像
フレーム１０８，１１６はそれぞれ白黒のＢモード画像であり、超音波画像フレーム１１
８はカラーの血流画像である。
【００５５】
　図７に示す第１例においては、表示フレーム内において、アニメーション処理の対象で
ある対象画像の表示位置を徐々に変化させるアニメーション処理によりＶＥ画像が生成さ
れている。
【００５６】
　第１例について具体的に説明すると、ＶＥ画像表示期間Ｌ３６では、ＶＥフレーム列を
含む表示フレーム列が表示される。表示フレーム列は、例示された表示フレーム１１０Ａ
，１１０Ｂ，１１０Ｃを含むものである。表示フレーム１１０Ａは、対象画像１１２Ａ及
びグラフィック画像１０６を含む。符号１１１で示すように、対象画像１１２Ａの表示位
置は、元の位置から右方向にシフトしている。対象画像１１２Ａの右端部が表示フレーム
１１０Ａからはみ出しており、そこは非表示部分となっている。グラフィック画像１０６
の表示位置は不変である。グラフィック画像１０６と対象画像１１２Ａとが重なる部分に
おいては、例えば、グラフィック画像１０６が優先的に（観察者から見て手前側に）表示
される。表示フレーム１１０Ｂにおいては、対象画像１１２Ｂが更に右側にシフトした位
置に表示されている。表示フレーム１１０Ｃにおいては、対象画像１１２Ｃの全部がフレ
ームアウト状態にある。表示フレーム１１０Ｂ，１１Ｃにおいても、グラフィック画像の
表示は維持されている。対象画像の移動速度は一定であってもよいが、それを時間的に変
化させてもよい。フレーム内に対象画像の表示領域を別途定めるようにしてもよい。対象
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画像を他の方向（例えば下方）に移動させてもよい。
【００５７】
　上記第１例によれば、最終フレームからＶＥ画像への切り換えに際して、画像内容が滑
らかに自然に変化し、ＶＥ画像表示期間においては対象画像が特定の方向に連続的に移動
した上で最終的にそれが消失することになる。観察者においては、対象画像の消失時点に
おいて先の動作条件が終了したかのような印象を覚える。あるいは、その消失時点がブラ
ンク期間の始期であるかのような印象を覚える。その結果として、観察者に対して実際の
待ち時間よりも印象上の待ち時間をかなり短く感じさせる効果を期待できる。換言すれば
、従来、ブランク期間において観察者において生じていた退屈感又はストレスが解消又は
緩和される。
【００５８】
　図８にはアニメーション処理の第２例が示されている。図８において、図７に示した要
素と同様の要素には同一符号を付し、その説明を省略する。このことは後に示す図１１乃
至図１３についても同様である。
【００５９】
　図８に示す第２例では、対象画像における各画素の輝度を徐々に低下させるアニメーシ
ョン処理によりＶＥ画像が生成される。具体的には、ＶＥ画像表示期間Ｌ３６では、ＶＥ
フレーム列を含む表示フレーム列が表示される。表示フレーム列は、例示された表示フレ
ーム１２２Ａ，１２２Ｂ，１２２Ｃを含む。表示フレーム列の全体において、グラフィッ
ク画像１０６の表示が維持されている。表示フレーム１２２Ａ内の対象画像１２４Ａは、
基礎画像１０８と同じ位置に表示されているが、対象画像１２４Ａの輝度は基礎画像１０
８の輝度よりも低い。表示フレーム１２２Ｂ内の対象画像１２４Ｂの輝度は対象画像１２
４Ａの輝度よりも低い。表示フレーム１２２Ｃ内の対象画像１２４Ｃの輝度はゼロ（又は
最低レベル）とされており、対象画像１２４Ｃは消失している。輝度変化の速度は一定で
あってもよいが、それを時間的に変化させてもよい。
【００６０】
　上記第２例によれば、最終フレームからＶＥ画像への切り換えに際して画像内容が滑ら
かに自然に変化し、ＶＥ画像表示期間においては対象画像の輝度が徐々に落とされ、最終
的にそれが消失することになる。よって、上記第１例と同様に、従来、ブランク期間にお
いて観察者において生じていた退屈感又はストレスが解消又は緩和される。
【００６１】
　第２例についての幾つかの変形例について説明する。図９には第１変形例が示されてい
る。この第１変形例では、図８に示した第２例と同様に、時間経過に伴って対象画像１２
４Ａ，１２４Ｂ，１２４Ｃの輝度が連続的に引き下げられる。この輝度の連続的な引き下
げと共に、グラフィック画像１０６Ａ，１０６Ｂ，１０６Ｃの輝度が連続的に引き下げら
れる。表示フレーム１２２Ｃにおいては、対象画像１２４Ｃ及びグラフィック画像１０６
のいずれも消失している。
【００６２】
　図１０には第２変形例が示されている。この第２変形例では、図８に示した第２例と同
様に、時間経過に伴って対象画像１２４Ａ，１２４Ｂ，１２４Ｃの輝度が連続的に引き下
げられる。一方、ＶＥ画像表示期間Ｌ３６の最初の時点でグラフィック画像が消去されて
いる（符号１０６Ｄ参照）。第１変形例及び第２変形例によっても、図８に示した第２例
と同様の作用効果を期待できる。
【００６３】
　図１１にはアニメーション処理の第３例が示されている。この第３例は、対象画像の形
態を徐々に減少させるものであり、特に、運動する仮想的なバーによる消去のように、対
象画像の欠落部分が左から右へ増大している。
【００６４】
　具体的には、ＶＥ画像表示期間Ｌ３６では、ＶＥフレーム列を含む表示フレーム列が表
示される。表示フレーム列は、例示された表示フレーム１２６Ａ，１２６Ｂ，１２６Ｃを
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含む。表示フレーム列の全体において、グラフィック画像１０６の表示が維持されている
。表示フレーム１２６Ａ中の対象画像１２８Ａは、基礎画像１０８の左側端部を消去した
画像に相当し、表示フレーム１２６Ｂ中の対象画像１２８Ｂは、基礎画像１０８に対して
更なる消去を適用した画像に相当する。表示フレーム１２６Ｃにおいては対象画像が完全
に消失している。消去の速度を一定にしてもよいし、その速度を時間的に変化させてもよ
い。
【００６５】
　上記第３例によれば、最終フレームからＶＥ画像への切り換えに際して画像内容が滑ら
かに自然に変化し、ＶＥ画像表示期間においては時間経過に伴って対象画像の表示面積が
徐々に小さくなり、最終的に対象画像が消失することになる。よって、上記の第１例及び
第２例と同様に、従来、ブランク期間において観察者において生じていた退屈感又はスト
レスが解消又は緩和される。
【００６６】
　図１２にはアニメーション処理の第４例が示されている。この第４例は、第３例と同様
に、対象画像の形態を徐々に減少させるものであり、特に、対象画像の中心から周辺へ欠
落部分を徐々に増大させるものである。
【００６７】
　具体的には、ＶＥ画像表示期間Ｌ３６では、ＶＥフレーム列を含む表示フレーム列が表
示される。表示フレーム列は、例示された表示フレーム１３２Ａ，１３２Ｂ，１３２Ｃを
含む。表示フレーム列の全体において、グラフィック画像１０６の表示が維持されている
。表示フレーム１３２Ａ中の対象画像１３４Ａには、比較的に小さな広がりを有する欠落
部分１３６Ａが生じている。表示フレーム１３２Ｂ中の対象画像１３４Ｂには、比較的に
大きな広がりを有する欠落部分１３６Ｂが生じている。時間経過に伴って欠落部分１３６
Ｃが対象画像の全体を覆うことになり、その時点で対象画像が完全に消失する。この第４
例でも、消去の速度を一定にしてもよいし、その速度を時間的に変化させてもよい。欠落
部分をマスク画像の上書きにより生成してもよい。
【００６８】
　図１３にはアニメーション処理の第５例が示されている。この第５例は、第３例及び第
４例と同様に、対象画像の形態を徐々に減少させるものであり、特に、対象画像の下部か
ら上部にかけて欠落部分を徐々に増大させるものである。具体的には、表示フレーム１３
８Ａ中の対象画像１４０Ａでは、その下部が部分的に消えており、表示フレーム１３８Ｂ
中の対象画像１４０Ｂでは、その上部以外の部分が消えている。表示フレーム１３８Ｃに
おいては、対象画像が完全に消失している。なお、欠落エリアを増大させるのではなく、
対象画像をその形を維持したまま徐々に縮小させることも考えられる。また、第５例の変
形例として、観察者に送信停止を認識させるための別のアニメーション処理として、観察
者に対して超音波が徐々に消えていくような印象を与えるアニメーション処理も考えられ
る。これに関しては、後に図２６を用いて説明する。
【００６９】
　上記第４例及び第５例によっても、従来、ブランク期間において観察者において生じて
いた退屈感又はストレスが解消又は緩和される。特に、第５例においては、超音波の到達
レンジが徐々に小さくなって最終的に超音波パワーがゼロになったような印象を覚えるの
で、送受波の停止という事態を認識し易くなる。超音波画像の表示を再開する過程で、表
示範囲を徐々に深くしていくアニメーション処理を適用してもよい。このことは他の例に
おいても同様に指摘でき、消去時のアニメーション処理と再開時のアニメーション処理と
を対応付ければ、表示内容の突然の変更を回避して、視覚的に優しい表示を実現できる。
超音波診断は暗室において行われるのが一般的であるので、光量変化を緩やかにすること
は、被検者（患者）に安心感を与えるものである。
【００７０】
　もっとも、検査時間短縮のためには、超音波画像の表示再開を早めることを優先するこ
とが望まれる。ブランク期間においてプロセッサの負担を軽減するためにも簡易で効果的
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なアニメーション処理を採用することが望まれる。上記第１例乃至上記第５例はそのよう
な要請に適うものである。なお、ライブ映像としての超音波画像を基礎画像とするのでは
なく、過去の超音波画像を基礎画像とする変形例も考えられる。例えば、シネメモリ上の
フレーム列を再生及び加工することにより視覚効果画像を生成するようにしてもよい。更
に、超音波画像とは異なる人工的な動画像としてのアニメーションを用意しておき、それ
を最終フレームに続いて表示する変形例も考えられる。図７乃至図１３に示した処理例に
よれば、最終フレームが基礎画像とされているので、最終フレームから視覚効果画像への
移り変わりが滑らかであり且つ自然であるから、視覚効果画像本来の作用効果を十分に発
揮させることが可能である。
【００７１】
　図１４には動作条件変更に伴う表示レイアウト変更が示されている。第１の動作条件の
下では１画面表示１５０が実行されており、第２の動作条件の下では２画面表示１５２が
実行される。このような場合、アニメーション処理として、例えば、図７に示した第１例
が選択されてもよい。符号１５８は対象画像の移動を表している。なお、図示の例では、
１画面表示１５０においてはＢモード画像が表示されており、２画面表示１５２において
はＢモード画像１５４とＰＷモードに従うドプラ波形１５６が表示されている。レイアウ
ト変更態様に応じて適切なアニメーション処理タイプが選択されるように構成するのが望
ましい。
【００７２】
　図１５には動作条件変更に際して２画面表示が維持される場合が示されている。同時表
示される複数の超音波画像はいずれも更新される。具体的には、第１の動作条件の下で２
つの超音波画像１５８が表示されており、その後の視覚効果画像表示期間において２つの
視覚効果画像１６０が表示されている。その後、第２の動作条件の下で２つの超音波画像
１６２が表示されている。表示レイアウトが維持され、複数の超音波画像が更新される場
合、それらの超音波画像に対して同じアニメーション処理を同時に適用するのが望ましい
。もっとも、複数の超音波画像に跨がる全体消去処理等が適用されてもよい。
【００７３】
　図１６には動作条件変更に際して２画面表示が維持される場合が示されている。但し、
同時表示される２つの超音波画像の内で、右側の超音波画像については更新されるが、左
側の超音波画像については静止画表示状態が維持される。具体的には、第１の動作条件の
下で動画像及び静止画像１６４が表示されており、その後の視覚効果画像表示期間におい
て視覚効果画像及び静止画像１６６が表示されている。アニメーション処理として図８に
示した第２例が選択されている。その後、第２の動作条件の下で２つの超音波画像１６８
が表示されている。更新される超音波画像に対してアニメーション処理が適用されている
ので、逆に言えば、維持される超音波画像に対してはアニメーション処理が適用されてい
ないので、更新対象か否かを直感的に認識できる。
【００７４】
　次に図１に示した主コントローラが参照するテーブルについての幾つかの具体例を説明
する。図１７に示すテーブル１７０においては、診断科目ごとに視覚効果としてのアニメ
ーション処理のタイプ及び速度が対応付けられている。診断科目が決まると、その診断科
目からタイプ及び速度が自動的に決定される。
【００７５】
　図１８に示すテーブル１７２においては、診断科目ごとに視覚効果としてのアニメーシ
ョン処理の期間が対応付けられている。診断科目が決まると、その診断科目から期間が自
動的に決定される。診断科目に代えて、又は、診断科目と共に、他の情報を利用してもよ
い。例えば、表示レイアウト変更態様に応じてタイプ、期間等を自動的に決定するように
してもよい。動作変更時に再計算するパラメータ数、演算量等からブランク期間を予測で
きる場合、そのブランク期間に応じてアニメーション期間を自動的に設定するようにして
もよい。
【００７６】
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　図１９に示すテーブル１７４においては、動作モード変更類型ごとに、視覚効果として
のアニメーション処理のタイプが対応付けられている。これによれば、動作モード変更類
型に応じてアニメーション処理のタイプが自動的に決定される。多様なテーブルを用意し
ておき、状況に応じて、使用するテーブルを選択するのが望ましい。個々のテーブルの内
容をユーザーによって修正できるように構成してもよい。あるいは、プリセットデータの
一部としてアニメーション処理の条件を登録しておくことも可能である。
【００７７】
　次に、図２０乃至図２４を用いて、アニメーション処理条件を選択する際に利用される
ユーザーインターフェイス（ＵＩ）の幾つかの具体例について説明する。いずれのＵＩも
例示に過ぎないものである。ＵＩは超音波診断装置における表示器の画面上に表示される
ものである。ＵＩがタッチスパネル付きの表示器に表示されてもよい。
【００７８】
　図２０には、アニメーションタイプをユーザー選択するためのＵＩ１７６が示されてい
る。図示された例では、ＵＩ１７６中に３つのシンボル１７８，１８０，１８２が含まれ
る。シンボル１７８はスライド（位置変化）を表現しており、シンボル１８０はワイプ（
消去型の形態変化）を表現しており、シンボル１８２はフィードアウト（輝度変化）を表
現している。個々のシンボル１７８，１８０，１８２が動画像として構成されてもよい。
個々のシンボル１７８，１８０，１８２に付随してチェック欄が設けられている。
【００７９】
　図２１にも上記同様の機能を発揮するＵＩ１８４が示されている。図示された例では、
ＵＩ１８４中に３つのタイプを表現した３つの文字列１８６，１８８，１９０が含まれて
いる。
【００８０】
　図２２には、アニメーション期間（視覚効果画像の時間長）をユーザー指定するための
ＵＩ１９２が示されている。ユーザーによってボックス１９４内に数字が入力され、ある
いは、プルダウンメニューの中からユーザーによって数字が選択される。
【００８１】
　図２３には、アニメーション期間をユーザー指定するための他のＵＩ１９６が示されて
いる。それには３つの具体的な期間を表す３つの数字２００，２０２，２０４が含まれる
。いずれかのチェック欄を選択することによりアニメーション期間がユーザー選択される
。なお、対象画像の消失時点までをアニメーション期間として定めてもよいし、対象画像
の消失状態を継続する時間を含めてアニメーション期間として定めてもよい。
【００８２】
　図２４には、アニメーション期間をユーザー指定するための更に他のＵＩ２０６が示さ
れている。それには大中小を区別する３つの文字列２０８，２１０，２１２が含まれる。
速度をユーザー選択させるためのＵＩを表示してもよい。また、変化率を規定する関数を
ユーザー選択するためのＵＩを表示してもよい。
【００８３】
　図２５には図１に示した装置の動作例及び制御例がフローチャートとして示されている
。ユーザーからの開始指示（操作パネルへの入力）、又は、開始条件の充足（プローブの
装着又は切替、オプション機器の装着、等）によって本処理が開始される。Ｓ１０では本
処理を終了するか否かが判断される。例えばユーザーからの終了指示又は終了条件の充足
によって本処理が終了する。Ｓ１２では送受波中断が必要となる動作条件変更があったか
否かが判断される。そのような動作条件変更があった場合、Ｓ１４において、視覚効果が
必要か否か（視覚効果画像の表示が必要か否か）が判断される。例えば、ユーザーが事前
にその要否を選択している場合、Ｓ１４では、ユーザー選択結果が参照される。更新する
パラメータ量（例えば演算量）、表示レイアウト変更の類型、動作条件変更の類型、等に
応じて、視覚効果を提供するか否かが自動的に決定されてもよい。例えば、演算量が閾値
を超えたか否かに基づいて視覚効果の要否を判断してもよい。その場合、閾値が適応的に
設定されてもよい。Ｓ１６では、視覚効果期間（アニメーション期間）又は視覚効果速度
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もよい。あるいは、プリセットデータの参照により、その期間又は速度が自動的に決定さ
れてもよい。Ｓ１８においては、視覚効果類型（アニメーションタイプ）が選択される。
その場合、ユーザーの事前選択結果が参照されてもよい。あるいは、プリセットデータの
参照により、その類型（タイプ）が自動的に決定されてもよい。Ｓ２０では、視覚効果画
像の構成するフレームが生成され、それが表示される。その際においては基礎画像に基づ
くアニメーション処理が適用される。Ｓ２０の工程実行ごとに１枚の視覚効果画像フレー
ムが創出される。その場合、必要に応じて、経過時間又はフレーム番号が参照される。ま
た、必要に応じて，関数によって特定される変化率が参照される。Ｓ２２では、視覚効果
画像の表示を強制終了させる条件が満たされたか否かが判断され、強制終了条件が満たさ
れる場合、視覚効果画像の表示が終了し、Ｓ１０が実行される。Ｓ２４では、現在が視覚
効果画像の表示期間（アニメーション期間）内であるか否かが判断される。期間内であれ
ばＳ２０以降の工程が繰り返し実行される。
【００８４】
　上記実施形態によれば、前の動作条件の下での最終画像の表示に続いて、基礎画像から
派生した時間的に変化する視覚効果画像が表示されるので、ブランク期間において退屈感
又はストレスが生じない。退屈感又はストレスが生じたとしてもその度合いを低く抑える
ことが可能である。特に、最終画像と視覚効果画像とがシームレスで表示されるので、画
像切り替わり時点で唐突感が生じることもない。
【００８５】
　図２６には、アニメーション処理の変形例が示されている。このアニメーション処理は
上記アニメーション処理の第５例と同様に、送信停止を感じられるＶＥ画像を提供するも
のである。具体的には、(A)で示すフレームから(H)で示すフレームまでのフレーム列がＶ
Ｅ画像として表示される。図示の例において、符号２００は音源（波源）を示している。
それはプローブにおける送受波原点（セクタ画像の頂点）に相当するものである。符号２
０２は超音波の波面又は到達域を示している。アニメーション処理の前半においては画像
が深い方へ成長しており、その後半においては画像の消失域が深い方へ増大しおり、つま
り画像が徐々に小さくなっている。図２６に示したＶＥ画像は超音波画像を基礎として生
成されるものである。もっとも、そのＶＥ画像をＣＧ画像として生成することも可能であ
る。そのＣＧ画像は、音源２００示す図形と、波面２０２を示す図形と、を含むものであ
る。図２６に示したＶＥ画像によれば、観察者に対して、視覚的な面白みを与えつつ、送
信停止という事態を自然に認識させることが可能である。
【符号の説明】
【００８６】
　１０　プローブ、１２　フロントエンド（ＦＥ）ユニット、２０　バックエンド（ＢＥ
）ユニット、４０　視覚効果（ＶＥ）画像生成部、４４　表示処理ユニット、５２　制御
ユニット、５６　グラフィック画像生成器。
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